
簡単5分で加入できるWeb加入となります。

具体的なお手続き要領につきましては、同封の「二次元コード（口座振替）でのお申込方法」をご参照ください。

25TX-004457  （2025年12月作成）

*1　Web手続きサイトに「保険の対象となる方（被保険者）ご本人」として記載された方をいいます。

（お問い合わせ先・事故時の連絡先）

「保険の対象となる方（被保険者）ご本人」としてご加入いただけるのは、専修大学北上高等学校に在籍する生徒です
（入学手続きを終えた方を含みます。）。

育英費用については、あらかじめ扶養者を指定し、扶養者のお名前をWeb手続きサイトの「被保険者の扶養者」欄に記入し
てください。
原則として、扶養者として指定できるのは、保険の対象となる方の親権者であり（保険の対象となる方が成年に達した場合を
除きます。）、かつ、保険の対象となる方の生活費および学業費用の全部または一部を継続的に負担して、保険の対象となる
方の生計を主に支えている方とします。

2026年4月1日午前0時～2029年4月1日午後4時

2026年3月31日（火）

簡単 約　　分簡単 約　　分簡単 約　　分

2026年4月1日以降にお申し込みされる方は中途加入となり、手続日翌月１日からの補償開始となります。
2026

熱中症も補償します

（人格権侵害等）
ケガをさせられたり、SNSで誹謗中傷をされた時など、弁護士等
への相談費用などを最大300万円まで補償します。

お子さまが自転車で他人にケガをさせたり、友だちの物を壊して
しまった時など、法律上の損害賠償責任を負った場合に無制限で
補償します。また、学校から借りたタブレット端末・ノート型パ
ソコン等の破損も補償します。

ストーカー被害やいじめなどのトラブルにあった時、防犯対策費
用やカウンセリング費用などを最大20万円まで補償します。

http://ezoo.jp/ds2/A011352000012604
http://ezoo.jp/ds5/A0113520000126042509

い。

二次元コードから
詳細をご確認ください

二次元コード・URL

（返金できない場合もございます。）



※詳細はp.4｢保険の対象となる方
　(被保険者)｣をご確認ください。

2026

2026

●国内外において、日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊してしまったときや、国内で
他人から借りた物や預かった物（受託品）*1を国内外で壊したり盗まれてしまったとき等、法
律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。
*1 携帯電話、スマートフォン、自転車、コンタクトレンズ、眼鏡等は、受託品に含みません。

*1 事故の日から180日を経過した後の入院に対してはお支払いでき
　ません。また、１事故について180日を限度とします。
*2 事故の日から180日を経過した後の通院に対してはお支払いでき
　ません。また、１事故について90日を限度とします。
*3 事故の日から180日以内に受けた手術に限ります。 また、傷の処置
　や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。

国内での事故(訴訟が国外の裁判所に提起された場合等を除きます｡)に限り､
示談交渉は原則として東京海上日動が行います。

・地震・噴火またはこれらによる津波
・熱中症、細菌性食中毒も補償

●ケガで死亡したり後遺障害が生じたとき

●扶養者さまがケガや熱中症で死亡されたり、重度後遺障害が生じたとき

●ケガで入院*1・通院*2したり、手術*3を
受けたとき

・地震・噴火またはこれらによる津波による場合も補償　・熱中症、細菌性食中毒も補償

扶養者さまがケガや熱中症で
扶養できなくなった場合の
お子さまの教育費用を補償！

お子さまが事故や
トラブルに巻き込まれた

場合に補償！

お子さまの入院・手術・
通院の補償や、

後遺障害が生じた場合に
保険金をお支払い！

国内において、急激かつ偶然な外来の事故によ
り他人からケガを負わされたり物を壊された場
合、または名誉・プライバシーの侵害、痴漢*1・ス
トーカー行為・いじめ*2・嫌がらせ*3等により精
神的苦痛を被った場合*4に、法律相談や相手と
の交渉等を弁護士等に依頼することにより、弁
護士費用または法律相談費用を負担したとき

*1 痴漢冤罪を証明するための弁護士費用等は対象外となります。
*2 小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校（幼稚部を除く）に在籍する児童または生徒が対象となります。
*3 職場での嫌がらせについては保険金をお支払いしません。
*4 警察へ提出した被害届等によって、その事実を客観的に証明できる場合に限ります。
*5 臨床心理士または国家資格を保持した心理カウンセラー（スクールカウンセラーとして従事する者を含みます。）によるカウンセリングに限
ります。

・地震・噴火またはこれらによる津波による場合も補償　・保険金額を全額一度にお支払い

お子さまのケガ
または熱中症の補償

国内において、急激かつ偶然な外来の事故に
より他人からケガを負わされたり物を壊され
た場合、または名誉・プライバシーの侵害、痴
漢・ストーカー行為・いじめ*2・嫌がらせ*3等
により精神的苦痛を被った場合*4に、防犯対
策や転校、カウンセリング*5に要する費用を
負担したとき

・弁護士費用、法律相談費用を負担したときに
　保険金をお支払い

・防犯対策、転校、カウンセリングに要する費用を
　負担したときに保険金をお支払い

（人格権侵害等）

※ 天災危険補償特約（傷害、育英費用および学業費用用）は、扶養者と保険の対象となる方（お子様）の補償です。

重要事項説明書・補償の概要等の内容については、以下URL・右記二次元コードからのアクセス先に掲載の
重要事項説明書・補償の概要等よりご確認ください。
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3年間分保険料一時払

36円（保険料）約1日

http://ezoo.jp/ds2/
A011352000012604

http://ezoo.jp/ds5/
A0113520000126042509

5%の団体割引が適用され、保険料が割安です。

＊1
＊2

＊3 天災危険補償特約（傷害、育英費用および学業費用用）が付帯されます。
※個人賠償責任の補償は家族型、それ以外の補償は本人型となります。

こ
ど
も
傷
害
補
償
＊3

個人賠償責任＊1

入院保険金日額
（1日あたり）＊2

通院保険金日額
（1日あたり）

死亡・後遺障害
保険金額

育英費用保険金額

弁護士費用等（人格権侵害等）

トラブル対策費用
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